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香港における国際人権法の実施

一香港人権法の成立と運用一

廣 江 倫 子※

1　香港人権法の制定

H　香港人権法成立の波紋

皿　香港人権法の運用

　近年、人権保障は一国内にとどまらず、国際的な平面に浸透しつつある。たと

えば・世界人権宣言を始め、国連の両人権規約である「経済的、社会的及び文化

的権利に関する国際規約」（以下、社会権規約と称する）、「市民的及び政治的権

利に関する国際規約」（以下、自由権規約と称する）は国際社会に広く受け入れ

られている。

　それでは、国連の両人権規約は、日本、中国および香港ではどのように受け入

れられているのだろうか。わが国では、国際人権両規約が批准されているが、条

約は基本的に国内法上の効力を有することから、裁判実践上も別段の編入法制な

しに、法的基準として適用されるとの立場をとり、国内法化はなされていない。

わが国の裁判実践においては、人権規約の適用に対して、裁判所が消極的な態度

をとっていることが指摘されているD。中国では、2001年に社会権規約が批准さ

れ、最近は、自由権規約の批准が組上に上がっている。1997年に中国に返還され

た香港の場合・旧宗主国イギリスによって両規約が適用されていたものの、両規

約の国内法化はなされてこなかった21。しかし、1991年になって、自由権規約が

※　一橋大学大学院法学研究科助手
　『一橋法学』（一橋大学大学院法学研究科）第2巻第3号2003年11月ISSN1347－0388
　1）　たとえば・AkikoEJ㎞a・The　Impactofthe　IntematlonalHumanRjghts　TreatiesinJa－

　　pan：Absence　of　the　Rat疽cation　of　the　Optional　Protocol　of　the　Intematlonal　Cove－

　　nantonCi姐andPohticalRights”『明治大学短期大学紀要』第61号、1997年3月、
　　88頁。江橋崇「日本の裁判所と人権条約」『国際人権』第2号、1991年、22頁。伊
　　藤正巳「国際人権法と裁判所」『国際人権』第1号、1990年、9－10頁。伊藤和夫
　　「国際人権規約関連判例の報告」『国際人権』第2号、1991年、30頁など。

2）　Nihal　J＆yawickrama，“The　B皿of　Rlghts”，in　Raymond　Wacks　ed．，H％耽αη1～乞g配3伽

　　μo㎎Koγ乙g，〔Oxford　Umversity　Press），1992，p66，
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国内法化され、しかも憲法と同等の効力を持つことになった。それが、香港権利

章典条例（TheHo㎎KongB皿ofRightsOrdinance、以下、香港人権法と称する。

なお、中国語では「香港人権法案条例」と表記される。）である㌔

　香港人権法の成立は、香港に次のような影響を与えた。第一に、香港人権法採

択をめぐる中国とイギリスの対立であり、香港人権法の成立は返還過渡期の中英

対立41に確実に一石を投じた。第二に、香港法にもたらした実質的な影響である。

次の2点が挙げられる。まず、香港人権法違反を理由とした香港の既存法の大幅

な改廃であり、次に香港人権法の解釈にあたって、国際人権法判例が積極的に取

り入れられたことである。

　本稿は、香港人権法がもたらした上述の2つの影響について検討を加えること

を目的とする。まず、香港人権法成立までの香港における人権保障の歴史を概観

し（1）、次に、何が香港人権法成立をめぐって中英の政治的対立を生じせしめ

たのか、その要因を紹介し、法的、政治的議論を整理した上で、検討を加える

（H〉。最後に、香港人権法の実際の運用について、特に国際人権法判例との関連

において分析を進めた上で香港人権法の問題点を指摘することとしたい（皿〉。

1　香港人権法の制定

　1　香港人権法制定以前の香港における人権保障

（1）域内的側面

　返還以前の香港の憲法である英皇制誰（LettersPatent）および王室訓令

3〉香港の立法機関が制定する法には、香港立法評議会によって制定される条例（Or－

　dinance）、その他の授権機関によって制定される付属立法（SubordinateLeglsla－
　tion〉がある。香港権利章典条例（TheHo㎎KongB皿ofRlghtsOrdmance）は、
　香港立法評議会によって制定された条例（Ordmance〉であるが、本稿ではこれを

　便宜上、「香港人権法」と称することとする。
4）　返還過渡期における中英間の対立は1992年のパッテン提案によって具体的に惹起
　　された。したがって、1991年の香港人権法の成立は「中英対立」期におけるもの
　　ではないが、香港人権法に関して、後の中英対立期に中英の論争がなされたこと
　　から、「中英対立」に影響を及ぼしたことは否定できない。パッテン提案について、

　谷垣真理子「パッテン提案」中野謙二、坂井臣之助、大橋英夫編著『香港返還一
　　その軌跡と展望』大修館書店、1996年、42－50頁。天安門事件後のイギリスの対
　　香港政策の変更について、中園和仁『香港返還交渉一民主化をめぐる攻防』国際

　　書院、1998年、158－171頁。
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（RoyalInstructions）は人権保障規定を置いていない。英皇制諾は総督の権限お

よび行政評議会と立法評議会の設立を規定しており、王室訓令は英皇制諾を補足

している。両者は、香港のイギリス植民地としての地位と香港政庁などといった

統治構造を定めたものにすぎなかった5）。香港人権法が制定される以前の香港に

おいて人権保障を担っていたのは、コモン・ローおよび制定法であった。しかし

香港の場合、香港総督および香港政庁に広い権限が付与されていたので6）、事実

上、，総督による人権侵害を防止する機能は働かなかった。この香港政庁による人

権侵害が如実に現れたのは、1950年代および1960年代だった。この時期、隣接す

る中国の影響により、香港社会は非常に不安定であったことから、香港における

共産主義活動の展開を極度に恐れた香港政庁は過酷な法律を数多く制定し7）、基

本的人権を剥奪し、この暫定的な措置はその後30年近く続いた8｝。

　当時、香港に居住する大部分の人々は中国からの難民であり香港における一時

滞在を目的とし、中国の政局が安定すれば中国に帰国すること願っていたので、

香港政庁の立法に対して反対することもなかった。このため、上述したような法

律は順調に採択された。しかし、文化大革命が少なからぬ香港居民の帰国の夢を

砕き、加えて香港で生まれ育った世代が成長してきた。1970年代以降、香港の政

治的状況は比較的安定しており、経済は次第に発展し、香港に残った人々をとり

まく状況は徐々に変化した。このような中で、1984年の中英共同声明採択が決定

した中国の香港回収という現実に直面した多くの人々は、自由と権利を積極的に

擁護する必要性を感じ、学校、労働組合、社会団体、宗教団体などの団体に次々

と研究会が設立されるなど、香港内部において人権に対する意識が香港返還へ向

けて高まりつつあった9）。

5）　Peter　Wesley－Smith，Ooπε‘z臨乞oπαεα嘱1掘椛乞η観γα勘θLα”乞π昂oη91‘o％9，

　　（Longman　Asia），1995，pp、42－49Nomξm　M血ers，Tんθ（70”甜z㎜占α？zα、Po‘麗乞05qブ

　Hoπg1動ηg（17｛航Eα乞吻η），（OxfordUniversityPress），1995，pp．54－61陳文敏『人

　権在香港』廣角鏡出版、1990年、214頁。

6〉　たとえば、英皇制諾7条1項は「総督は立法評議会の助言と同意の下で、植民地
　　の平和的秩序および良好な統治のために立法を行う。」と規定している。
7）　ただし、確かに法律面では多くの基本的人権を侵害する法律が制定されたものの、

　実際に1950年代、1960年代の香港居民がそれらを過酷なものとして捉えていたと
　　は言い切れないだろう。
8）　陳文敏、前掲書、215頁。
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（2）国際面

　次に国際的な人権保障と香港の関係について述べる。植民地であった香港には、

独自の条約締結能力は基本的にない。よって、国連の諸人権条約はイギリスの批

准によって、香港にも条約の効力が及んできた。香港人権法制定以前のそれらは、

ジェノサイド禁止条約塾o）、女性の政治的権利条約ω、無国籍者地位条約021、奴

隷・奴隷貿易および奴隷に類似する制度および慣行の廃止に関する追加的条約13〕、

無国籍者削除に関する条約！4）、結婚に関する同意、結婚の最低年齢、および結婚

の登記に関する条約L5｝、あらゆる形式の人種差別の撤廃に関する国際条約監6）、自

由権規約17｝、社会権規約181およびいくつかのILO条約である19）。

　ただし、「イギリスは香港を人権保障の例外として扱ってきた2D）」と指摘され

るように、自由権規約および社会権規約の香港への適用には多くの留保が付され

た。自由権規約に関しては、①少年被告と少年犯の拘留（10条2項（b）および

10条3項）21）、②移動の自由（12条1項および12条4項）認1、③強制出国（13条）認｝、

　　陳文敏、前掲書、215頁。

　　1970年1月30日、香港について発効。
　　1967年2月24日、香港について発効。
　　1962年3月19日、香港について発効。
　　1967年9月6日、香港について発効。
　　1961年3月29日、香港について発効。
　　1970年7月9日、香港について発効。
　　1969年3月7日、香港について発効。
　　1976年5月20日、香港について発効。
　　1976年5月20日、香港について発効。
　　NihalJayawlckrama，“Ho㎎Ko㎎andthe　Intemational　Protection　of　Human　R㎏hts”，

　　in　Raymond　Wacks　ed．，H％㎜απR乞g協鴉Hoηgκ碗g，〔Oxford　Universlty　Press），

　　1992，p123。
20）NihalJaya冊ckrama，“The　Ho㎎KongBmofRights：ACritique”，inJohames　Chan，
　　Yash　GhaL　eds．，Tんθμo㎎κo㎎B乞配（～ブ丑勾配sご1400γηpαγα直物θ〆1pp猶oα℃ん，（Butter－

　　worths　Asia），1993，p55，

21）　少年被告と少年犯に関する規定について、適当な収容施設がない中で、あるいは
　　少年と成人を同時に収容するのが有益であるとき、自由権規約10条2項（b）と
　　10条3項が規定する少年犯と成年犯の分別収容の規定を適用しない、との留保が

　　付された。
22〉　移動の自由に関する規定について、自由権規約12条1項が規定する一国を意味す
　　る文言は、イギリスの各構成国および海外属地ごとに別々のものとして解釈され、
　　かつ12条4項の適用はイギリスの移民法に従って決定される、との留保が付され

　　た。

9
）

10）

11）

12）

13）

14）

15）

16）

17）

18）

19）
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④戦争の宣伝および差別唱道の禁止（20条）以）、⑤児童の国籍（24条3項）お）、⑥

選挙と公職の担当（25条（b））261についての留保が、社会権規約に関しては、①

労働の権利（6条）27）、②男女労働者同一賃金（7条（a）（i））器1、③労働組合

（8条1項（b））29）の規定について留保が付された。また、前述のように両規約の

国内法化もなされてこなかった。さらに、香港にはヨーロッパ人権条約も適用さ

れなかった3D）。イギリスは1951年3月に、ヨーロッパ人権条約を批准し、2年後

の1953年10月には、ヨーロッパ人権条約63条にしたがって、イギリスが国際関係

に責任を持つ42の海外の属地に条約の適用を拡大した。さらに、1966年1月、イ

ギリスは25条にしたがってヨーロッパ人権委員会への個人の請願の権利を認め、

46条にしたがってヨーロッパ人権裁判所の強制的な裁判管轄を認めた。翌1967年

9月には、これらの機能がイギリスの多くの海外の属地にも拡大されたのにもか

かわらず、ヨーロッパ人権条約が香港に適用されることはなかった3U。

イギリスによる国際的人権保障の香港にたいする限定的実施に加えて、香港の

人々の間の国際人権条約への認知度の低さも指摘されている。国際的な人権保障

23）　強制出国について、外国人追放の決定に対する司法審査に際して弁護人の代理を

　　得る権利が香港について適用されないとした。
24）　戦争宣伝および差別唱道の禁止に関する規定について、現時点以上の立法を行わ

　　ずともよいと解釈され、海外属地に関しても同様であるとされた。
25）　イギリスあるいはその海外属地に十分な関連を持つ児童に関する立法について、

　　市民権の獲得をその時々に応じて保留しうる国籍法を制定する権力を保留できる
　　ものとし、したがって、自由権規約24条3項および自由権規約のほかの条項はそ
　　のような立法の対象となるとした。
26）　普通、平等、秘密選挙に関して規定する自由権規約25条（b）について、香港の
　　行政評議会および立法評議会の選挙には適用されない、との留保が付された。
27）　特定の地域における労働者の就業の機会を保護するために出生地および居住地に

　　よる制限を付与することが排除されないと解釈する権利を保留する、との留保が
　　付された。

28〉　男女労働者同一賃金に関する規定について、施行面における数々の問題のため、

　　イギリスは目下、全面的な実施を確保できないとし、社会権規約7条（a〉（i）の
　　実施を延期する、との留保が付された。
29）　労働組合の連合または総連合を設立する権利を香港に適用しない、との留保が付

　　された。
30）NihalJayawlckra皿a，“Ho㎎Ko㎎and　the　Intemational　Protectlon　ofHuman　Rights”，

　　m　Raymond　Wacks　ed．，H％呪απ翫g尻s漁伽ηg1勉g，（Oxford　Universlty　Press），

　　1992，pp．121－122，N廿talJayawlckrama，“TheHo㎎Ko㎎B1皿ofR㎏hts・ACritique”，
　　血Johannes　Chan，Yash　Ghai　eds．，丁箆θHo？zg施㎎β乞π（～プR乞g尻s・ハσo”zpα質α‘側θ

　　Aρ卿Dαoん，（Butterworths　Asla），1993，p55．
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に関する手続きおよび制度は香港の人々に、たいして認識されておらず、しかも

「自由権規約以外の条約はあまり知られていなかった駆）。」

　2　香港人権法の成立

　1987年末から香港司法省職員と一部の香港法曹関係者の間で、香港人権法制定

についての可能性および技術的問題が議論の狙上に載せられたお）。しかし、劇的

に香港人権法制定への流れを加速させたのは1989年の天安門事件であった。天安

門事件は「香港政庁の香港人権法制定の決意を加速させ訓）」、早くも1989年10月

には、総督の施政方針演説において、1991年7月までに香港人権法を制定するこ

とが明らかにされた35）。

　香港人権法は1991年6月8日に香港立法評議会において採択され、効力を発生

した。香港人権法制定の契機は「広く知られているように、香港人権法を制定し

た誘因は、1989年6月の北京の天安門事件における学生抗議者に対する殺人およ

び続く反対者の粛正である路1。」香港人権法は「1997年の中国への主権の移行を

諦観する香港の人々をなだめ、香港での投資の信頼を回復するために作られ

た37ヨと説明される。香港人権法の設立に至った背景からは、その意図が、「第

一に、1997年以後の人権の侵害に対するもの38｝」、であったと考察できる。従来、

31）1986年1月14日にこれらの機能が更新されたときも、香港は除外された。更新の
　　対象となったのは、アンギラ、バーミューダ、フォークランド諸島、南ジョージ

　　ア＝南サンドイッチ諸島、ジブラルタル、セント・ヘレナ、タークス＝カイコス

　　諸島である。
32）　Andrew　Bymes，“And　Some　Have　B皿s　of　Rights　Thrust　Upon　Them　l　The　Experi－

　　ence　of　Ho㎎Ko㎎’s　B皿of　Rゆts”，血P　Alston　ed．，Pm”zoε伽g　H脱ηzα冗R乞gん占s

　　T加D％gんB棚σ翫g劾5，（Oxford　Umversity　Press），2000，p328，

33）陳文敏、前掲書、216頁。PhmpDykes，“TheHo㎎Ko㎎BlnofRights1991＝ltsOr1－
　　gin，Content　and　Impact”，m　Johames　Chan，Yash　Ghal　eds．，Tんθμσηgκ㎝gβ乞記α

　　R乞9ん‘5・∠4Coηzpαγα島uθ14PPγoαβん，（Buttelr〃o蔦hs　Asia），1993，PP，39－40

34）　陳文敏、前掲書、216頁。

35〉陳文敏、前掲書、216頁。PhihpDykes，op協，p330．RichardSwade，“OneTerritory

　　－Three　Systems？The　Ho㎎Ko㎎B皿of　Rights”，1窺θη3α麗㎝認α嘱Oo呪ρα7飢卿θ

　　ムαωQ％απθγ妙，vol44，Apr且，1995，p359

36〉　Joh｛mnes　Chξm，Yash　Ghai，“A　Gomparative　Perspective　on　the　B皿of　Rights”in　Jo－

　　hannes　Chan，Yash　Ghai　eds．，Tんθμo㎎κo㎎β乞麗（1ゾR乞gんεs　rイ400ηzpαγα‘乞”θ∠4p－

　　pγoαcん，（Butte即o沈hs　Asia），1993，p2，

37）　Johannes　Chan，Yash　Ghal，op，σ乞‘，p2
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イギリスは、イギリスおよび海外の属地においては、既存の法を通じて国際人権

規約を十分に実施しており、国際人権規約の国内法としての直接の適用も、また

香港人権法を制定することも必要ではないとの立場を取ってきた39）。このような

歴史において、あえてこの時期に香港人権法が制定された大きな理由は、香港返

還の決定に伴う、居民レベルでの人権保障への関心の高まりであり、とくに1989

年の天安門事件が近い将来に直面することとなる中国の人権保障状況を惹起させ

たという背景による。

　香港人権法は、香港に適用されている自由権規約を国内法化することを目的と

している（香港人権法2条3項）。香港人権法が自由権規約の国内法への統合と

いう形をとることは、かなり早い段階から決定されていた4。）。中国は1984年の中

英共同声明において、自由権規約が香港に適用されることに同意していたため41）、

自由権規約が香港人権法という形で直接香港法に取り込まれることに反対しえな

いと考えられており、これを理由に中国側の香港人権法に対する反対を最小限に

押え込もうとしていたのである42）。

　香港人権法の内容は自由権規約の文言にほぼ忠実に沿ったものとなっている。

香港人権法は三部から構成されている。第一部序（Prehminary）の7ヶ条はそれ

ぞれ以下のように規定している。1条は条例の略称である。2条は条例の解釈に

ついてであり、2条3項は香港人権法の目的は自由権規約を香港法に導入するこ

とであると規定する。3条は既存の法に対する香港人権法の効力であり、既存の

法が香港人権法に一致するように解釈されねばならないこと（1項）、および香

港人権法に抵触する条文が廃止されること（2項）を定める。4条は香港人権法

成立以後に制定された法律について、香港人権法と一致するように解釈がなされ

ねばならないとする。5条は緊急状態における香港人権法からの逸脱が許される

38）　Andrew　Bymes，op，o窃，p319

39）　Johannes　Chan，Yash　Ghai，op．c窃，p4．

40）　Andrew　Bymes，op　o寵，pp．329－330．

41）　中英共同声明は付属文書1において「香港に適用されている『市民的及び政治的
　　権利に関する国際規約』と『経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約』
　　は引き続き有効である。」と規定している。
42）　Andrew　Bymes，op　o麗，p320．
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場合、6条は香港人権法が保障する権利が侵害された場合の救済、そして7条は

香港人権法の適用範囲を規定している。

　第二部　香港権利章典（TheHo㎎KongBinofRights）は自由権規約第三部と

ほぼ同様の内容となっており「自由権規約が規定する実体的権利と同一の文言を

再確認している431。」用語の修正は、香港の状況をより正確に反映させるものに

とどまっており㈱、権利の実体的な内容の変更には及んでいない。

　第二部で規定される権利は、差別の禁止（香港人権法1条1項、自由権規約2

条に対応）、男女平等の権利（香港人権法1条2項、自由権規約3条）、生命に対

する権利（香港人権法2条、自由権規約6条）、拷問または残虐な刑の禁止（香

港人権法3条、自由権規約7条）、奴隷及び強制労働の禁止（香港人権法4条、

自由権規約8条）、身体の自由及び逮捕又は抑留の手続き（香港人権法5条、自

由権規約9条）、自由を奪われた者及び被告人の取り扱い（香港人権法6条、自

由権規約10条）、契約義務不履行による拘禁（香港人権法7条、自由権規約11条）、

移動及び居住の自由（香港人権法8条、自由権規約12条）、外国人の追放（香港

人権法9条、自由権規約13条）、公正な裁判を受ける権利（香港人権法10条、自

由権規約14条1項〉、有罪判決を決定された人の権利（香港人権法11条、自由権

規約14条2項から7項）、遡及処罰の禁止（香港人権法12条、自由権規約15条）、

人として認められる権利（香港人権法13条、自由権規約16条）、干渉又は攻撃に

対する保護（香港人権法14条、自由権規約17条）、思想、良心及び宗教の自由

，（香港人権法15条、自由権規約18条）、表現の自由（香港人権法16条、自由権規約

19条）、集会の権利（香港人権法17条、自由権規約21条）、結社の自由（香港人権

法18条、自由権規約22条）、家族に対する保護（香港人権法19条、自由権規約23

条）、児童の権利（香港人権法20条、自由権規約24条）、政治に参与する権利（香

港人権法21条、自由権規約25条）、法律の前の平等（香港人権法22条、自由権規

約25条）、少数者の権利（香港人権法23条、自由権規約27条）である。

43）　JohannesMMChan，“Ho㎎Ko㎎7sBlllofRights＝ltsReceptlonofandContribution
　　to　Intemational　Imd　Comparative　Jurisprudence”，傭θ”観乞o㎜εα嘱Oo規Pαγαむ初θ

　　ムα”Q％απθγ切，voL47，Apr且，1998，p307，

44）　たとえば、自由権規約12条2項が規定する「いかなる国も」去ることができる権

　　利は、香港人権法8条2項において「香港を去る」権利と修正されている。
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　第三部の例外と留保（ExceptlonandSavi㎎s）は二部に分かれている。第一に

9条から13条は香港人権法適用の例外について規定している。香港人権法はイギ

リスが自由権規約を香港に適用する際に付した留保を踏襲しており、これらの権

利の適用は保留される45）。第二に14条「凍結条項」である。14条は香港人権法に

抵触する可能性があり、かつ社会的に影響力の大きい6つの条例に対して、香港

人権法による審査を1年間「凍結」することを規定している。14条の対象となる

条例は移民条例（lmmigrationOrdinance）、廉政公署条例（lndependentCom－

missionAgainstCorruptionOrdinance）、賄賂防止条例（PreventionofBriberyOr－

dinance〉、杜団条例（SocieむiesOrdinance）、警察条例（PohceForceOrdinance）、

刑事条例（CrimesOrdinance〉である。

H　香港人権法成立の波紋

　1　香港人権法の地位一「特別保障」

　香港人権法は通常の条例にすぎないが、香港人権法成立と同時になされた英皇

制言告の改正によって、自由権規約を国内法化した香港人権法は、他の香港法には

ない次のような特徴を持つこととなった。まず、香港人権法3条は、既存の香港

法への効力について、既存の香港法のなかで香港人権法に一致する解釈ができる

ものは、そのように解釈されねばならないことを規定し（1項）、そのような解

釈ができない条文は廃止されることを規定している（2項）。3条が規定するの

はコモン・ローにおける「後法が前法を廃止する」原則である。しかし、香港人

権法4条はさらに進んで、香港人権法成立以降の香港法は、「解釈できる限りに

おいて、香港に適用されている市民的及び政治的権利に関する国際規約に一致す

るように解釈される」と規定している。4条は、自由権規約に抵触する法の効力

について規定していないが、香港人権法成立と同日に英皇制諾7条5項が改正さ

れ、香港人権法成立以後に自由権規約に反する法律が採択されてはならないこと

45）香港人権法においても引き続いて実施されることとなった留保は、軍隊および留

　　置されている者（自由権規約9条）、留置されている少年犯の取り扱い（10条）、

　　移民関係法（11条）、居留権を持たない者（12条）、選挙による行政機関あるいは

　　立法機関（13条〉である。
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を次のように規定した。「1966年12月16日に国際連合総会で採択された市民的及

び政治的権利に関する国際規約のなかで香港に適用される条項は、香港の法を通

じて履行される。香港のいかなる法も1991年の香港英皇制諾第2号が効力を発し

た後に、香港に適用されるその規約と一致しない方法によって香港において享有

される権利と自由を制限してはならない。」したがって、英皇制諾7条5項の改

正とともに香港人権法を解釈すると、従来のおよび将来制定される香港法は香港

人権法を通じて香港に適用される自由権規約に抵触することができず、既存の香

港法がそれに抵触する場合は香港人権法3条2項によって、そして、将来の法の

場合には、英皇制詰7条5項によって廃止されることが分かる。将来の法律の採

択について、「香港人権法はいかなる方法においても立法機関の権限を制限する

のではない461。」が、代わりに、英皇制詰7条5項の改正によって自由権規約が

以後の法律に影響を持つ。香港人権法は英皇制言告によって「特別保障（en－

trenchment）」されている。この複雑なシステムが取られた理由は・「香港人権

法が他の立法よりも高い地位を持つとの批判を避けるためである47）。」

　改正された英皇制詰7条5項は、香港特別行政区基本法（以下、基本法と称す

る）39条と類似する文言となった。基本法39条は返還後の人権条約の適用につい

て、次のように規定している。「1項　『市民的及び政治的権利に関する国際規

約』、『経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約』および国際労働条約の

香港に適用する関係規定は、引き続き有効であり、香港特別行政区の法律を通し

て施行される。2項　香港居民の有する権利と自由は、法律が規定する場合を除

いて、制限されてはならない。その制限は本条第1項の規定に抵触してはならな

い。」このような類似した規定の背景には、英皇制言告7条5項の下で形成された

判例法が返還後に「基本法39条の解釈に影響することが意図されている48）。」

　香港人権法は香港人権法3条、4条および英皇制結7条5項の改正とあいまっ

て、従来および将来の法律で香港人権法に違反するものを廃止することができる。

46）　Yash　Ghai，‘℃ompatibihty　of　the　B皿of　R嬉hts　and　the　Basic　Law”，in　George　Edwar〔is，

　　Johames　Chan　eds，，Ho？zg盈）γ己g’3Bz記qプRzgんε3　　Tωo　rθαγ3B〔丞）γθ1997，（The

　　UniversltyofHo㎎Ko㎎，FacultyofLaw），1995，p131

47）　JohannesMMChan，opc乞ε，p307，
48）　Andrew　Bymes，op．c乞‘，p334，
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こうした香港人権法のいわば憲法に類似する地位は成立後、非常に多数の香港人

権法訴訟を引き起こすこととなった。たとえば、香港人権法3条は香港人権法に

違反する法律に対する遡及的な廃止について規定しているが、これは「被告が有

罪判決を言い渡される根拠となった条文が、数年後にそれが香港人権法と抵触す

ることが見つかることを意味する49）。」その条文は香港人権法に抵触するため廃

止されるので、香港人権法制定の日に遡って、有罪判決が取り消されねばならな

い50）。実際にAGvLeeKwo㎎一kut5’）判決では、1991年6月8日の香港人権法の成

立からAGvLee　Kwo㎎一kut判決の間に判決された違法な武器の不法所持に関す

る386件の有罪判決が、それらの有罪を決定した条文がLeeKwong－kut判決にお

いて香港人権法に違反するので無効であると判断されたことから取り消された。

またR　v　Cho㎎Au－choi　and　others阻）控訴院判決では、マジストレート裁判所の

決定に反して・違法な武器の所持に関する挙証責任を転換する略式犯罪条例17条

が香港人権法に違反すると判断された。このため、1991年6月8日からその判決

の日までの当該犯罪が関係するすべての有罪判決が再審理されねばならなかっ

49）Joha㎜es　Chan，“The　Ho㎎Ko㎎B皿ofRights1991－19951AStatlsticalOverview”

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　in　George　Edward　and　JQharmes　Chan　eds．，μo㎎κ伽g’s　B乞麗QヂR乞g尻5　Tωo距αγ3

　　B⑳γθ1997，（The　Umversity　of　Ho㎎Ko㎎，Faculty　of　Law），1995，p21．

50）香港人権法3条に違反するため、無効とされた条文の地位についても、チャンが

　　次の問題点を指摘している（JohannesChan，opαt，pp．23－25）。①決定に拘束力

　　を持たない下級法院によって香港人権法に抵触するために廃止されることが判断

　　された条文の地位が不安定である。さらに、異なる下級法院が香港人権法に違反
　　するかどうかについて異なった判断を下した場合にも、その条文の地位は控訴院

　　の判決が出されるまで不安定である。②下級法院において香港人権法に違反する
　　と判断されても、上級法院がその決定に従う保障はなく、その条文も法令集に残
　　されたままである。このような事例には・たとえば、RvMi㎎PaoNewspaperLtd，
　　（1995）Mag，CaseNoESS10075－100780f1994，16，Feb，1995がある。この事例は
　　被告（『明報』：香港の中国字新聞）が法院の許可あるいは合理的な理由なしに廉

　　政公署（TheIndependentCo㎜issionAga血stGo㎜ption　l　ICAC汚職取締委員
　　会、詳しくは注59を参照のこと）の査察状況について報道したため、賄賂防止条
　　例30条にしたがって暴露の罪を科されたものである。下級法院の決定は控訴院で
　　変更されうるという可能性を念頭にいれて、一方で原告側である香港政庁は、引
　　き続き賄賂防止条例30条に違反するいかなるメディアをも訴追することを主張し、
　　他方で法院が香港政庁の行為が法廷侮辱罪に当たると非難し、メディアが廉政公

　　署の査察が行われていることやその詳細を明らかにできるかどうかについて躊躇
　　するという事態が続いた。

51）　（1993）3HKPLR72，【199311AC951
52）　（1994）4HKPLR375

1205



（384）　一橋法学　第2巻　第3号　2003年11月

た邸｝。

　2　香港人権法成立をめぐる法的論争

（1）中国側の反発

　中国外交部は香港人権法採択直後に声明を発表し、中国が返還後に「基本法の

関連の規定にしたがって、香港人権法を含む香港の現行法に審査を行う権利を保

留する」ことを明らかにした。中国外交部の声明に続いて、相次いで香港人権法

採択への批判が中国政府および中国法学界から起こった。たとえば、国務院港漢

事務弁公室香港社会文化司『香港問題読本』麟1では、香港人権法採択について次

の4点を批判している。①イギリスが中国に相談することなしに、一方的に香港

人権法を制定したことは背信行為である。②香港人権法が香港の既存の法よりも

高い地位を持つことは、中英共同声明および基本法に抵触する（香港人権法の凌

駕的地位）。③イギリスが香港人権法によって、多くの香港法を廃止したことは、

共同声明の「（香港の）現行法は返還後も基本的に変わらない」とする規定に反

する。④香港人権法が香港法院に与えた、香港人権法を基準として現行法を廃止

する権限は、共同声明および基本法が規定する「現行の司法制度の保留」原則に

反する駈1。

　香港人権法判例の検討を通じて李昌道は次のように述べている茄）。李昌道によ

ると、香港人権法11条1項が香港司法機関に対するもっとも著しい「妨害」と

なっている。香港人権法11条1項は無罪推定原則についての規定である。香港人

権法11条1項に照らして賄賂防止条例571の条文を香港人権法違反とすることで＄）、

廉政公署59）の権力を削減し「かつて褒め称えられた廉政公署は香港居民の眼前で

威厳と声望を大幅に落とし、社会の安定に不利」なように変質させられた。同様

　　JohamesChan，oP，o初，P22，

　　中共中央党校出版杜、1997年、186－189頁。
　　さらに、国務院港襖事務弁公室主任は「香港人権法条文に保護されて『ある種の

　　ごろつき』が香港において安全な天国を見つけることになる」と発言していた。

　　“South　China　Moming　Post”November8，1993
56）以下、李昌道「香港『人権法』評論」『政治与法律』1995年第4期、30－33頁。

57）　この条例は一年間「凍結」された条例の一つであり、廉政公署の権限を規定する

　　条例の一つである。

53）

54）

55）
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に略式犯罪条例の条文が香港人権法違反と判断されることで、以前になされた有

罪判決をすべて取り消したことは、「社会の安定を破壊」した601。

　中国は、イギリスの香港人権法制定には、政治目的が介在すると読んでいる節

もある。李昌道によると、1989年の天安門事件の後、国際的孤立に陥った中国に、

イギリスは香港問題において次の3つの難題を突きつけた。それらは、①立法評

議会61）における直接選挙の促進、②英国居住権の香港人への付与、③香港人権法

58）廉政公署の権限を規定する条例の一つである賄賂防止条例は、公務員の収賄罪を

　　規定するにあたって、次のような挙証責任転換の規定を置いている。それは「い

　　かなる政府公務員も、合理的な説明ができないのに、任期期間中に給料以上の生
　　活水準を維持しているかあるいは給料と不相応の財産を有するときは犯罪を構成
　　する」との規定である。1994年12月、前地政総署高級産業測量士許健康がこの生
　　活水準と公務員の給料との不相応の罪で起訴されたが、地方法院はこの条文が香
　　港人権法11条1項に抵触するという理由で被告を釈放した。
59）廉政公署はきわめて香港の実情に根ざした機関であるといえる。設立の背景には
　　次のような事情がある。1960年代から始まった香港の経済成長、産業の発展とあ
　　いまって、政府機関、特に警察を巻き込んだ汚職が香港で深刻な社会問題として
　　浮上してきた。このような中で、1973年、九竜地区総警司副総指揮ゴドバー
　　（Godber）が賄賂防止条例違反で起訴されているにも関わらず海外に逃亡したこ
　　とに対し、新しく台頭しつつあった中産階級を中心とする香港居民の怒りが爆発
　　し、数々の住民運動が展開される事態を招いた。これに対して香港政庁はイギリ
　　スから招いたSirAlastalrBlairKerrによる2回の報告書を元に、汚職取り締まり
　　を主要な任務とする香港総督直属の廉政公署の設立を決定した。廉政公署の権限
　　行使の法的根拠となるのが、賄賂防止条例、廉政公署条例、汚職および不法業務
　　条例であり・廉政公署には汚職防止、取り締まりのための強大な権限が与えられ

　　た。たとえば、改正された賄賂防止条例は、特別調査権、資料獲得権、財産処理
　　制限権、協力獲得権、旅行証書引渡し請求権、執行猶予および拘留要求権を廉政

　　公署職員に与えている。これらの権限を根拠として、廉政公署職員は株式、購買
　　状況・寄付・投資帳簿、金庫を授権範囲内で調査し、いかなる人にも調査に必要
　　な資料の提供を要求することができ、さらに容疑者のパスポートを保管し、海外
　　への逃亡を防ぐなどの活動を行ってきた。（李昌道、襲暁航、『30常用香港法例新

　　解』、三聯書店（香港）有限公司、1990年、127－137頁。程景民編著『香港廉政公
　　署』中国書籍出版社、1999年。〉そして、1975年4月に「世界で最も富裕な警察」
　　と呼ばれたゴドバーを逮捕、法院が4年の実刑を言い渡したのを初めとして、設
　　立から1976年までに平均して年100件以上の汚職事件を調査した。この結果、廉政
　　公署に対する香港居民の信頼は厚く、早くも1977年の調査では、65。7％の調査対
　　象者が政庁は本格的に汚職反対運動に取り組んでいると回答した。廉政公署が香
　　港の汚職を一掃した、とまではいえないが、その活動によって1960年代、1970年
　　代に香港政府機構の中に日常的に存在していた集団的な汚職は激減し、同時に香
　　港居民の反汚職意識も高まったことが数多く指摘されている。（劉蜀永『簡明香港
　　史』三聯書店（香港）有限公司、1998年、312－317頁。）

60）前述したAG　vLee　Kwo㎎一kut判決を指している。

61）　返還以前の香港の議会にあたる。
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の採択、である。李昌道によると、香港人権法採択の真の目的は、香港司法の混

乱を造成し、返還後の基本法に対抗する法律を出現させることで、「香港政庁は

真に香港の人権に関心があるのではなく、人権を唱えて、その政治的目的を果た

そうとしているにすぎない62）。」

　このような中国の批判は、香港人権法が採択されたのが、1989年の天安門事件

を皮切りにした中英対立期であったという政治的背景と十二分に関連している。

天安門事件が発生した同年10月に、香港政庁は香港住民の動揺を鎮静化させるた

め、①香港人権法の導入、②新空港建設計画、③イギリス本国居住権付パスポー

トの発給、という施策を打ち出した。続いて、1992年7月にパッテン総督が植民

地最後の総督に就任するや否や、同年10月の施政方針演説で政治制度改革案が発

表された。中国側はパッテン総督の改革案に猛反発した。1993年4月から11月に

かけて、政治改革案を焦点とした中英会談が17回にもわたって挙行されたものの、

最終的には決裂の憂き目を見た。その間、中国側はパッテン総督の改革案への対

抗措置と，して香港特別行政区準備委員会予備工作委員会63）を発足させ独自に香港

返還準備活動を始めた。予備工作委員会は香港人権法に基づいて改正された法律

を改正前の状態に戻すことを提案したのだった。これを受けて予備工作委員会法

律小委員会は1995年10月17日、基本法に抵触する2つの条例（新界土地条例、立

法評議会行政管理委員会条例）ならびに香港人権法によって改正された6つの条

例（社団条例、テレビ新条例、電気通信条例、放送管理局条例、公安条例、緊急

状況新条例）を香港政府の行政管理権を弱めることを理由にそれらの改正を取り

消し、香港人権法成立以前の状況に戻すことを提案した。

1997年2月23日には、第8回中国全国人民代表大会常務委員会（以下、全人代常

委会と称する）第24回会議において、「全国人民代表大会常務委員会の中華人民

共和国香港特別行政区基本法第160条に依拠する香港の従来の法律の処理に関す

る決定」が採択され嗣）、香港人権法2条3項（条例の解釈および目的）、3条

62〉　李昌道「香港『人権法』評論」『政治与法律』1995年第4期、33頁。

63）基本法によって1996年に設置されることが予定されていた特別行政区準備委員会
　　に先駆けて、1993年に中国によって設立された委員会。パッテン総督が提案した

　　民主化案に実質上対抗するために設置されたという背景を持つ。詳しくは、中園

　　和仁、前掲書、139－205頁。
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（既存の法に対する効力）、4条（香港人権法採択以後の法の解釈）が、および香

港人権法にもとづいてなされな社団条例および公安条例の改正が、香港特別行政

区の法律として採用されない（つまり、返還をもって廃止される）こととなった。

（2）香港側の反応

　中国側の懸念表明を受けた香港人権法に対して、香港側の評価は2つに大別す

ることができる。香港政庁と香港法学界が「特別保障」の正当性を擁護する一方

で、他方で裁判官が香港人権法の「威力」に懸念を示した65）。たとえば、裁判官

による批判として、楊鉄櫟（Ya㎎TiLia㎎）首席裁判官による「香港人権法に対

する宣言」（1995年11月17日）がある66）。彼は「香港人権法に対する個人的な見

解を法廷の外で表明する」とあくまで個人的な意見であり、法廷では香港人権法

を「誠心誠意適用する」としつつ、香港人権法3条2項に対する憂慮を次のよう

に述べている。香港人権法3条2項の問題点は、（1）「香港人権法が司法と立法の

区別を、たとえばニュージーランドの人権法のようにはっきりと分けていないこ

と」、そして（2〉「香港人権法が（英皇制詰および将来発効される基本法とは異な

り）、改正に対する特別の保障がなされていないにもかかわらず、普通の法律よ

りも高い地位を与えられていること」である。（1）によって、司法が立法に類似す

る権限を持つことになるし、（2）では、返還後に基本法が発効した後、基本法、香

港人権法、通常の法律という三つの階層ができることになる671。

64）　基本法160条は「香港特別行政区成立時に、香港の従来の法律は、全国人民代表大

　　会常務委員会が本法と抵触すると宣言したものを除くほか、香港特別行政区の法
　　律として採用される。」と規定している。したがって、全人代常務委員会は香港返

　　還以前に返還後の香港法の範囲を決定する権限を持っており、その権限がこの決
　　定によって行使された。
65）　香港人権法によって・直接的にその執行機能に多大な影響を蒙ることとなった廉

　　政公署や警察が猛烈に香港人権法に反対したことはいうまでもない。
66〉S廿丁重Li㎎Y㎎，“Statement・ntheH・㎎KQngB皿・fRゆtsOr血ance・，血Ge。rge

　　Edwards，JohamesChaneds，，μoηgK碗g3β乞泥qブ助ん‘5丁初o｝セαγ3助bγθ1997，
　　（The　University　of　Hong　Ko㎎，Faculty　of　Law），1995，pp，167－170に収録。

67）　このほかにも、香港人権法に直面する自分自身を、「よく知らない、そしておそら

　　く嵐であることが予想される大海にボートを漕ぎ出すようなものだ」と比喩した

　　裁判官もいたQTheHonJusticeSLrDerekCons，・TheHo㎎Ko㎎BnlofRights　A
　　Judicial　Perspectlve”，血Johannes　Chan，Yash　Ghal　eds．，丁児θμo㎎面7zg　B乞麗qヅ

　　R琶g尻5・／100”zpα7α孟⑳θノやpγoασん，（Butterworths　Asla），1993，p51．
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　これに対して、香港政庁および香港法学界の論調は、香港人権法の特別保障の

圧倒的な正当化によって特徴づけられる。正当化のために提出された論拠を列挙

してみると次のようである。

①香港人権法3条はコモン・ローの「後法が前法を廃止する」原則を再確認し

　ているにすぎない肥1。

②香港人権法4条は香港人権法をそのほかの香港法よりも高い地位に置くもの

　ではない。香港人権法以降に採択された法律は、自由権規約に違反するならば

　廃止されるにすぎない69｝。

③香港人権法の採択およびそれに伴う既存の多くの法の改正は、多くの人権保

　障規定を置く基本法の目的と適うし、基本法体制への法体系の移行をスムーズ

　にする効果を持つ70》。

④基本法39条は自由権規約が香港の法律を通じて履行されることを規定してい

　ることから、香港人権法は基本法39条の規定を実施するにすぎないm・

⑤　特別保障され、ほかの法律よりも高い地位を持つのは、香港人権法ではなく

　自由権規約である72）。

⑥　返還後に香港の法律は基本法によって認められてこそ・返還後の香港法とな

　るのであって、香港人権法を含む返還以前の法律は基本法より高い地位を持ち

68）　Peter　Wesley－Smith，“Mamtenance　of　the　B皿of　R嶋hts”，Hoηg　lfσπg　LαωJo％耽αε，

　　voL22，1997，pp．15－16，Yash　Ghai，“Compatibihty　of　the　B1110f　R塘hts　and　the　Basic

　　Law”in　George　Edwards，Joharmes　Chan　eds，，μo㎎1⊆o覗g’s　B犯qブR乞g1乙お，Tωo

　　惚αγsBαb形1997，（TheUniversityofHo㎎Kong，FacultyofLaw），1995，P132・陳

　　文敏『人権在香港』廣角鏡出版杜、1990年、227－229頁。
69）　PeterWesley－Smith，op，σ乞ε，pp，15－16，Yash　Ghai，op，o乞ε，p132、

70）YashGha童，opo寵，pp．135－136．陳文敏『走在公義路上』進一歩多媒体有限公司、

　　2000年、19－20頁。Attomey　General’s　Chambers“Statement　on　the　B皿of　Rights

　　Ord血ance”Novelnber，1995（George　Edwards，Johames　Chan　eds，，opσ乞‘，pp，171－

　　181に所収）．
71）　N止田Jayawickrama，“TheHo㎎Ko㎎B皿ofRゆts．AC血tique”，血JohannesChan，
　　Yash　Ghai　eds．，Tんθ∬㎝gκφ鴨gβ幌‘qブR乞g配s，ノ1σoγ氾pα偶αε吻θ／1ppγoαoん，（Butter－

　　worth　Asia），1993，p66，Peter　Wesley－Smlth，op．協，pp．15－16．Attomey　Generars

　　Chambers，op．o窃．Roda　Mushkat，0？zθOo％γ茄矧，Tωo’窺θηzα島oπαεムθgαεPθrsoη一

　　αε伽θ5－丁舵0αsθ曜Ho㎎1ωηg，（Ho㎎Ko㎎UmversityPress），1997，p54陳文敏

　　『人権在香港」廣角鏡出版社、1990年、224頁。

72）Attomey　General’s　Chambers，op　o拡Yash　Gha皇，op．o撹，p13L
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　得ないゆ。

⑦従来の法律を香港人権法違反を理由として廃止するのは法院ではなく、立法

　機関が採択した香港人権法である7“）。

　総じて、香港法学界および香港政庁の論調は、香港人権法導入のためにとられ

た「法的技術」（特別保障など）が、法技術的に基本法や共同声明といった中英

間の香港返還に関する取り決めに違反していないという点を立証するものとなっ

ている。中国側の批判が法技術問題に実質的に踏み込んでいないことときわめて

対照的である75）。

皿　香港人権法の運用

　1　香港人権法の解釈一国際人権法の受容と拒絶

　香港における国際人権法の受容について、Mushkatは総括して、「（人権保障

の）国際的基準に対する当初の情熱および積極的な需要は大気に満ちた後、衰退

していった」と形容している76｝。香港法院において、香港人権法は、初期は情熱

的に、そして数年後からは冷ややかに受け止められたようである。その区分は、

①香港人権法を通して国際人権法を香港に導入することに熱心であった香港人権

法採択（1991年6月8日）から1993年5月までの第一期、②「現実主義」、「常

識」および政策形成における目標が重視され一転して「コモン・ローに逆戻

り刀》」した1993年5月以降から現在までの第二期である。①の時期において、香

港人権法の解釈を設定したのは、RvSinYau－mi㎎冊）の控訴院判決簿1であり、②の

時期を開いたのが、枢密院司法委員会のAttomeyGeneralvLeeKwong－kut80）判

73）　陳文敏、前掲書、228頁。
74）　Attomey　General’s　Chambers，opσ乞診

75〉季衛東が香港人権法制定をめぐる争いを「法律的技術と信義則をめぐる闘争（季
　　衛東「返還後の香港における人権と法」土屋英雄編著『中国の人権と法一歴史、
　　現在そして展望一』明石書店、1998年、312頁。）」と簡潔に表現している。
76）　Roda　Mushkat，op，o寵，p180

77）　JohannesMMChan，“HongKong’sB皿ofRightslltsReceptionofandConthbution
　　to　Intemational　and　Comparative　Jur蛤prudence”，1観θ耽醜㎜占α嘱Oo窺pαγα孟乞ηθ

　　ムαωQ撹απθγ妙，voL47，Apnl　l998，p311

78）　　（1991）1HKPLR88
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決である。

　SinYau－ming判決では、控訴院のSi皿くe裁判官は以下のように述べて・香港人

権法解釈の原則を確立した。「香港人権法の解釈を行う基準は自由権規約によっ

て提供されたものである。我々はもはや、制定法の解釈という通常のやり方・ま

してやコモン・ローに導かれるものではない。我々は香港人権法を解釈するにあ

たり、自由権規約の目的を考慮して、そして自由権規約が規定するものに『完全

な認識と効果』を与えねばならない。ここから、まったく新しい法的アプローチ

が発生する81）。」

　上記の「まったく新しい法的アプローチjは、香港法院が国際人権法判例を用

いることを許容した。snke裁判官は次のように述べている。「（香港人権法解釈

における）かなりの援助は、憲法に統合された人権法を持つコモン・ロー適用地

区の判例から得られる。つまりそれは、憲法に統合された人権法（とくにカナダ

とアメリカのもの）、自由権規約における人権委員会の決定と一般的な指示、自

由権規約の選択議定書そして人権に関するヨーロッパ条約の裁判例を指す。これ

らのいずれもが拘束的ではないにもかかわらず、それらが自由権規約の解釈を反

映している限りにおいて、そして直接的に香港の法と関連する限りにおいて、こ

れらが示す論拠は有力な基準であり、かなりの重きをあたえられねばならな

い麗1。」また、このアプローチに付随して、香港人権法の解釈においては厳格な

法律尊重主義を避け、憲法の性質を持つ法としての「一般的な解釈」が行われる

べきこととされた。これは、イギリスのMinistryofHomeAffairsvFisher判決お）

の見解に沿ったものである。SinYau－mi㎎控訴院判決での香港法院の態度は、

79）香港の裁判制度においては三審制が採用されている。①下級法院には、マジスト
　　レート裁判所（Magistracles）、地方法院（Dis七rlctCourt）およびいくつかの専門

　　審判所があり、②最高法院には高等法院（HighCourt香港返還後は第一審裁判
　　所に名称変更）、および控訴院（CourtofAppeal）、③そして最高審が英国枢密院
　　司法委員会（Judicial　Committee　ofthe　Privy　Councのである。（返還後は香港内部

　　に設置された終審法院がこれにかわった。）たとえば邦文の概説書として、西村幸

　　次郎編『現代中国法講義』法律文化社、2001年、216－217頁。

80）　（1993）3HKPLR72，【199311AC951
81）　R　v　Sm　Yau－m㎎（1991）1HKPLR88，at107

82）　RvS血Yau－m血g（1991）1HKPLR88，at107

83）　【19801AC319

1212



廣江倫子・香港における国際人権法の実施　（391〉

国際人権法を取り入れることに熱心で、自由権規約を通じて、つまり、国際人権

法の基準を通じて、新たに法と慣行を検討するというものである。それゆえ、

「まったく新しい法律学のアプローチ」が香港法院にもたらされた。

　このような国際人権法の基準を香港法に新たに取り込もうとする流れは、しか

しながら、長くは続かなかった・AttomeyGeneralvLeeKwong－kut枢密院司法

委員会判決では、国際人権法判例が香港法の指針となるとき、制限を受けるべき

ことが明らかにされた。枢密院司法委員会は、SinYau－ming判決に引き続いて、

香港人権法の解釈が「一般的で目的的」でなければならないとされ、アメリカ、

カナダおよびヨーロッパ人権裁判所などの判例を参考にできるとしたものの、次

のような制限があるとした。

　「香港司法が香港人権法のもとで、個人の権利を維持するのに熱心であらねば

ならない反面、香港人権法に関する議論は範囲を超えることが許されないことを

保障する必要がある。香港人権法に含まれる問題は現実主義と常識によってアプ

ローチされねばならず、バランスが保たれねばならない。これがなされないのな

ら、香港人権法は、正義というよりも不正義の源泉となり、公衆の面前で疑めら

れる。個人と社会全体のバランスを保つために、厳格で融通性のない基準が、社

会が深刻な犯罪を扱う場合に直面する困難な問題を解決するという立法の試みに

課されてはならない。政策の問題は第一次的に立法の責任であることが思い起こ

されねばならない餌）。」

　枢密院におけるこのような国際人権法を香港に適用することへの懐疑的態度は、

チャンのいう「コモン・ローの優越性シンドローム駈）」を香港法院に呼び起こし

た。つまり、コモン・ローが、そして、コモン・ローのみが、香港における基本

的な人権と自由を保護するのに十分である、との立場である。枢密院司法委員会

のLee　Kwo㎎一kut判決は、香港法院が香港人権法訴訟を扱う際の絶対的な指標

となり、後の香港法院の判例はこの枢密院司法委員会判例に従っている。たとえ

ば、ChimShi㎎ChungvCommissionerofCorrectionalSer“ce肪）判決において、

リットン裁判官は、「香港人権法が香港法によってすでに保障されていない人権

84）　AG　v　Lee　Kwo㎎一kut（1993）3HKPLR72at　IOO．

85）　JohamesMMChan，op，σ乞ε，p314
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分野に適用されることはめったにない」としたし、RvTownPlanrdngBoard，ex

parteKwanKongCompanyLtd87｝判決においてはワン裁判官も「コモン・ローの

伝統および東洋の特別な状況からして、香港は外国の法律学を適切に理解し、称

賛し、分析し、そして適用あるいは発展させるような場所ではない判とした。

ワン裁判官によると、ヨーロッパの人権法判例が強制的な規範とならない限り、

「香港法院は、無尽蔵のヨーロッパ人権裁判所の判決によって混乱させられるこ

とを賢明に拒絶しなければならない89）。」

　枢密院司法委員会判決が意味したのは、国際人権法を考慮することなく、コモ

ン・ローのみで人権保障の限界を規定することであった。Mushkatによれば、枢

密院司法委員会のLeeKwong－kut判決は「（自由権規約を香港の国内法として統

合したという）香港人権法の国際的起源および目的に十分な考慮を払わない、法

律解釈における『国内的アプローチ』を復活させた9D）。」つまり、枢密院司法委

員会は人権保障に関して、「現状維持9円を打ち出したといえる。以後、前述し

たように、香港人権法訴訟はひとまず沈静化し、現在では勝訴もかなり稀で、

「いくつかの事例では国際的な裁判例と明らかに衝突する92）。」場合もある。多く

指摘される問題点は、コモン・ローを香港人権法解釈に用いることの危険性であ

る。コモン・ローにおける人権保障の範囲よりも広く、香港人権法が入権保障を

規定しているとき、香港人権法の保障範囲がコモン・ローに立脚した解釈によっ

て制限されてしまう93）。

　香港法院の香港人権法解釈への消極的なアプローチには以下の理由が指摘され

ている鋤。第一に、香港の裁判官の多くがイギリス出身者であるかあるいはイギ

86）　（1996）6HKPLR313

87）　　（1995）5HKPLR261

88）　R　v　Town　Planl血1g　Board，ex　parte　Kwan　Ko㎎Company（1995）5HKPLR261，at

　　300
89）　R　v　Town　Plar血ng　Board，ex　parte　Kwan　Ko㎎Company（1995）5HKPLR261，at

　　316
90）　Roda　Mushkat，opσz占，p183．

91）　Andrew　Bymes，op，o乞ε，p356

92）　Andrew　Bymes，opσ寵，p354，

93）　Andrew　Bymes，oμ碗，p355．Roda　Mushkut，op，c麗，pp，184－185

94）　Andrew　Bymes，op　o寵，pp．354－355
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リスにおいて伝統的な議会主権の原則を教育され、訓練されていること。このた

め香港の裁判官にとって、香港人権法は国際人権法上の基準を導入するばかりか、

香港人権法に依拠して立法に対する違憲審査を行うという慣れない特徴を持って

いる。第二に、香港人権法の手厚い人権保障は犯罪活動に有利であると考えられ

ていること。第三に、多くの香港の裁判官が国際法および国際法に関連する資料

に造詣が深いわけではないこと。従来から香港の法院はおしなべてイギリスの判

例に過度ともいえるほど依存してきたので、国際法判例の検討は容易ではない。

第四に、香港人権法が法院に与える大きな権限は、同時期の香港における民主化

の流れ95）に完全に逆行するものであり、裁判官が当惑したこと、などである。

　香港人権法に対する「当初の情熱期」を含む、制定から4年間の統計をチヤン

がまとめている。チャンによると％〉、まず、1991年から1995年にわたる4年間の

247件の香港人権法が関係する訴訟のうち、74％にあたる183件が刑事事件である。

前述のSinYau－mi㎎判決は香港人権法11条が規定する無罪推定原則についてで

ある。SinYau－ming判決は、香港人権法に関する多くの刑事訴訟を引き起こす

端緒を開いた・次に訴訟が集中しているのが行政法分野で、15％にあたる37件の

訴訟がなされている。

　次に、関連する香港人権法条文については、「第10条および第11条が最も多く

の事件を惹きつけていることがわかる971。」刑事手続上の諸権利を保障する11条

は48％の訴訟に関係し、公平な聴聞の権利を保障する10条は17％に関連している。

特に11条では、11条1項の無罪推定原則が関係する訴訟が多く、その半数以上が

勝訴している。これは「香港法における広範で無差別な推定的規定の存在を反映

している98）。」ものと考えられる。次からは、刑法分野における香港人権法訴訟

を概観することとする。

95）　たとえば、立法評議会議員の直接選挙導入などQ

96）　以下、Joha㎜esMMChan，“TheHo㎎Ko㎎B皿ofRights1991－1995：AStatistical
　　Ovemew”，in　George　Edwards，Joha㎜es　Chan　eds．，μo冗g飾ηg’詔乞1呵鈎鳩
　　丁ωo｝乙θα冗s　B砂b7θ1997，（The　University　of　Ho㎎Ko㎎，Faculty　of　Law），1995，pp．7－

　　76より。
97）Joha㎜esMMChan，oμ乞‘，p26．

98）　JohannesMMChan，oμσ窃，p27
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　2　刑法分野一無罪推定と挙証責任の転換

　香港人権法訴訟の大部分が、刑法に関連する訴訟であり、なかでも中心となっ

た争点は、挙証責任の転換に関するものだった。本章1で述べたRvSinYau－

ming判決が、香港人権法が規定する無罪推定と挙証責任転換の関係をめぐる最

初の訴訟である。SinYau－mi㎎判決において挙証責任転換の規定が香港人権法

違反と判断されたことをきっかけとして、刑法分野における香港人権法訴訟が数

多く展開された。

　SinYau－ming事件では、危険薬品条例の次の推定事項が香港人権法11条1項

の規定する無罪推定違反に問われた。（1）0．5グラム以上の危険薬品を所持するい

かなる者も、その危険薬品を犯罪の目的で所持していたと推定される（47条

（c）（v））。（2）5包み以上の危険薬品を所持する者は、危険薬品の量にかかわらず、

その危険薬品を販売の目的で保持していたと推定される（47条（d）（v））。（3）い

かなる建物においても、その建物内で危険薬品が発見された場合、その危険薬品

は、建物の鍵を持つ者に属すると推定される（47条（1））。（4）上述（3）の場合にお

いて、鍵を持っている者は、その建物に保管している物質の性質について知って

いたと推定される（47条（3））。これらの推定は、訴追側の挙証責任を大幅に減

らしていた。危険薬品条例の推定によると、警察は被疑者の身体に危険薬品を

0．5グラムあるいは5包み以上発見するならば、条例によって、この危険薬品を

販売の目的で所持していたと推定できる。さらに、警察は、被疑者が身につけて

いる鍵を発見し、この鍵を使って開けることのできる建物の中で危険薬品を見つ

け出したならば、条例によって、これらの危険薬品は被疑者の所有物であって、

被疑者はまたそれが危険薬品であることを知っていたと推定できる991。

　控訴院は、危険薬品条例が設けている挙証責任の転換が香港人権法ll条1項に

違反しないために、訴追側は3つの要件を満たさなければならないと判断した。

その要件は、（1）立法の目的に適切な敬意が払われていること、（2〉推定される事実

が合理的および現実的に証明された事実から導き出されたものであること、（3〉そ

の推定が、社会が保護を必要とする害悪の性質から是認されるものと、つりあっ

99）　陳文敏、『走在公義路上』進一歩多媒体有限公司、2000年、48頁。
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ていること、である。

　これらの要件は、カナダの1986年のOakes判決’oo）に類似している。「権利と自

由に関するカナダ憲章（CanadianCharterofRightsandFreedoms以下、憲章と

称する）」11条（d）は、無罪推定原則について、「有罪を告発されたいかなる者

も独立で公平な審判所による公正で公開された聴聞において、法律に従って有罪

と証明されるまで、無罪と推定される。」と規定している。挙証責任の転換が認

められるのは憲章1条の制限内に限られる。つまり、憲章における権利と自由の

制限が正当化されるのは、憲章1条が規定する次の場合である。「『権利と自由に

関するカナダ憲章』は、そこに規定された権利及び自由を保障し、自由で民主的

な社会において明らかに正当化されうる法によって定められた合理的な制限のみ

に服する。」何が合理的な制限であるのかについて、憲章1条の要件を詳細化し

たのが1986年のOakes判決だった。Oakes判決は、第一に、制限する立法の目的

が自由で民主的な社会において緊急かつ重要であり、第二に、選ばれた措置が目

的の達成に均衡的でなければならないとした。さらに、措置について、次の3つ

の要件を設定した。（1）措置は、恣意的、不公平あるいは非合理的な考慮に基づい

てはならず、目的を達成できるように注意深く考慮されねばならないこと、（2）措

置は対象となる権利への制限が最小限であること、（3）措置による悪影響と保護さ

れる利益の均衡がとれていること、である。

　次のAttomey　GeneralvLee　Kwo㎎一kut判決では、控訴院は同様にカナダの

Whyte且OD判決の要件を引用した。しかし、これらのカナダの判例に大幅に依存し

た控訴院判決は枢密院旬法委員会のLeeKwo㎎一kut判決によって修正されるこ

とになった。

　枢密院司法委員会のLeeKwo㎎一kut判決は、本章1で紹介したように、国際

人権法の受容という点で「コモン・ローへの逆戻り」と指摘されているが、実際

の判決においても、同様の傾向が見られる。すなわち、SinYau－ming判決の後、

100）Rv　Oakes【1986］1SCR103「この事例は麻薬取締法における挙証責任の転換の合憲

　　性が争われたものであるが、これ以降、Oakesを基準として『憲章』第1条解釈
　　の代名詞として引用されることになった。」中井伊都子「カナダの裁判所における
　　人権条約の役割」『国際人権』第11号、2000年、33頁、注17。

101）　1198611SCR103，261DLR（4th）200，241CCC（3d）321．
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同様に香港人権法に依拠して既存の規定を違反とする判決が多く続いたが、Lee

Kwo㎎一kut枢密院司法委員会判決の後には、そのような判決はほとんど稀に

なった。たとえば、ChongAu－chiandotherslo21判決では、略式犯罪条例17条の規

定する攻撃的武器の保持の罪が問われたが、被告に合理的な説明を要求する挙証

責任転換の規定は香港人権法11条1項の無罪推定に違反しないと判断された。控

訴院は、LeeKwo㎎一kut枢密院司法委員会判決から、有罪の証明が訴追の側の責

任かどうか、および11条1項の無罪推定原則からの除外が合理的になされたもの

かどうかの要件を引用した。さらに、犯罪の深刻性およびそれに対する立法の重

要性が強調され、法院が優先順位を決め、深刻な犯罪であればあるほど、いっそ

うll条1項の無罪推定原則から逸脱することが許されると判断した。次にRv

HuiKi㎎一ho㎎lo3》の場合、被告は賄賂防止条例10条（1）（a）の下で罪に問われ

た。この規定は、公務員が給料収入以上の水準の生活を送っている場合、収入に

ついて合理的な説明ができない限り、賄賂を受け取っていると推定している。控

訴院は、香港における汚職の現実を考慮し、証明の責任は被告人にあるとした闘。

控訴院は香港における汚職の性格を「癌」であると表現している。さらに、犯罪

の深刻さを重要視する判決にはたとえばRvluTze－ningLo5｝がある。移民条例37条

C（2）（b）は、登録されていない船の乗務員は、不法移民がその船に乗ってい

なかったこと、あるいは不法移民が乗船していることを推定する合理的な理由が

ないことを証明できなければ、刑罰を科されることを規定している。控訴院は、

香港における不法移民問題の深刻さを考慮に入れて、移民条例37条c（2）（b）

は無罪推定原則に違反しないとした。こういった判例の流れから、LeeKwo㎎一

kut枢密院司法委員会判決は、香港法院に「香港人権法に関して発生した問題を、

香港自身の価値基準に基づき、現実的で実際的な方法で解決すべきである」との

102）　　（1994）4HKPLR375

103）　［19961HKCA342
104）　本件は本稿n2の李昌道の指摘にも引用された廉政公署の汚職摘発に関する判決
　　である。李昌道の批判当時、容疑者許（Hui）は、地方法院で無罪となっていたが、

　　控訴院で判決が逆転した。簡潔な記述だが、経緯について、“Hui’sFiveYearLegal
　　Battle　Ends血Pnson”，SouεんCん乞鵜〃oγ？あ㎎Posε，180ctober，1995・

105）　（1995）CA
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示唆を与えたことが分かる106〉。

　本稿の目的は、（1）香港人権法採択をめぐる政治的対立の背景、および（2）香港人

権法が香港法に与えた影響、の2点について検討を加えることであった。（1）に関

しては、香港人権法採択のきっかけは明らかに中国の天安門事件であり、これに

よってこそ中英の政治的対立が生じたといえる。香港人権法を焦点とした中英間

の法的・政治的議論がまったくなされなくなった現在では、それは中国の人権を

めぐる当時の国際政治といった時代背景に色濃く影響されていたものであるとい

えよう。

　さらに、中国側によって主張されたのは、「特別保障」された香港人権法に

よって多くの法律が改廃されることであったが、基本法の規定も香港人権法とか

なり重複している1071。「実際、近年さかんに訴訟の対象となった香港人権法条文、

たとえば無罪推定、遅滞なき裁判の保障は、基本法にほぼ同様の文言で存在す

る1剛のであり、「香港人権法に対するあらゆる批判は同様に基本法に適用でき

る109）」のである。香港人権法がなければ、返還後香港の基本法訴訟は増加してい

た可能性があるnOl。また、中国においても、自由権規約の批准問題が組上に載せ

られている。

　（2）に関して、まず、香港人権法訴訟によって既存の香港法の大幅な改廃をみた

のは、香港人権法成立後2年以内だった。現在では、香港人権法関連訴訟は鎮静

化している1m。この傾向は、香港人権法を国内法化した諸外国の判例の動向と一

致している112）。多くの条文が改廃されたのは、刑法関連、特に無罪推定原則と挙

証責任の転換をめぐるものが大半であり、香港の従来の刑法関連規定が多くの挙

106）　Andrew　Bruce，“The　B皿ofRights　and　the　Crimmal　Law：Recent　Developments”，in

　　George　Edwards，Johannes　Chan　eds，，μo？zg　Ko？zg’s　B2記φ窺gん‘3・Tωo｝宅αγs　Bθ一

　　／bγθ1997，（The　Univers正ty　of　Hong　Kong，Faculty　of　Law），1995，p77．

107）　Yash　Ghai，“Compatibihty　ofthe　B皿of　Rights　and　the　Baslc　Law”，in　George　Edwards，

　　Johannes　Chan　eds，，∬oπg掘o惣プs　B寵‘qブR電7んむs．丁忽θo｝宅αγs　Bφbγθ1997，（The

　　University　of　Hong　Kong，Faculty　of　Law），1995，p137．

108）J・hannesCh㎝，丁陀θ磁‘呵Lαωα剛ム・・θεs君・0・観S・惚丁ん・峨‘5・π」翻乞一

　　〇乞α‘Rθ加θω乞？z　Ho？zg盈）？zg，（The　Universlty　of　Hong　Ko㎎），1996，p2

109）JohamesChan，opoπ，P2．
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証責任転換条項を持っていたことを表している。

　次に、裁判所が香港人権法の解釈にあたって、国連の両国際人権規約やヨー

ロッパ人権裁判所の判例といった国際人権法判例を取り入れる姿勢を示し、実際

に、カナダ憲章で発展してきた要件を採用したことが特筆される。カナダ最高法

院は挙証責任の転換と無罪推定の関係の探求において「イギリスのコモンウェル

スにおいてもっとも積極的に活動している」といわれている間。さらに、ヨー

ロッパ人権裁判所の判例がカナダ裁判所の判断に重要な指針を提供していること

も指摘されている114）。自由権規約を香港人権法という形で国内法化しただけにと

どまらず、裁判所レベルでも解釈に国際人権法判例を取り込む積極的な姿勢は評

価されよう。

　ただし、香港人権法の問題点として、香港人権法による保障が効果的に及ばな

かった分野が指摘できよう。香港人権法7条は香港人権法が政府と公的機関のみ

110）　香港返還直後から、基本法は積極的に訴訟の対象となっている。そのような基本

　　法訴訟はきわめて敏感な問題を含んだ。たとえば、香港居民が中国で設けた子ど
　　　もに香港居留権が与えられるかどうかが争われたいわゆる居留権事件では・基本

　　法の解釈権を全人代常委会がどのように、どういった範囲で行使できるのかにつ
　　いて、「一国両制（一国家二制度）」政策や「高度の自治」とからめた議論にまで

　　展開した。詳しくは、廣江倫子「返還後香港法と『一国両制』一居留権事件にお
　　ける基本法解釈権の帰属一」『一橋論叢』第125巻第1号、2001年、87－104頁。廣
　　江倫子「香港法」西村幸次郎編『現代中国法講義』法律文化社、2001年、210－226
　　頁。その他の基本法訴訟については、廣江倫子「香港法院の裁判管轄一馬事件お
　　　よび居留権事件から」『一橋研究』第25巻第4号、2001年1月、81－97頁。
11D　ただし、この点に関して次の2つの最近の動きが香港人権法訴訟の再活性化を促
　　す可能性を持つものと考えられる。第一に、イギリス本国における人権法の制定
　　である（詳しくは注121参照）。第二に、国家安全条例（NationalSecuntyOrdi－
　　n…mce、いわゆる基本法23条立法）採択の動向である。2003年7月に、董建華香
　　港特別行政区行政長官は、国家安全条例草案の立法会提出を延期し、今会期の成
　　立は見送られた。さらに董建華行政長官は、同年9月5日、国家安全条例草案の
　　撤回を発表した（『朝日新聞』2003年9月5日）。しかし、国家安全条例の制定は、
　　董建華政権二期目の重要な政治課題であることから（中園和仁「董建華政権二期
　　　目の政治課題一高官問貴制の導入と基本法二十三条の立法化」『東亜』NQ433・

　　2003年7月号）、今後、国家安全条例が近い将来に採択されることとなると、民主
　　派や法学者からの根強い批判を背景に、国家安全条例と関連して香港人権法関連

　　訴訟が数多く提起されることが予想される。
112〉　Yash　Gha1，0pσπ，p146，

113）　Llhan　Y　Y　Ma，“Corruptlon　Offences血Hong　Ko㎎l　Reverse　Onus　Clauses　and　the

　　Bj皿of　R唱hts”，μo㎎魚）ηgムαωJoμ”zαε，voL21，1991，pp，302－303，

114）　中井伊都子、前掲論文、30頁。
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に適用されると規定している。これにしたがって、TamHing－yeevWuTai－

waiH5）判決H6）においては、私人間の紛争に対して香港人権法が適用されないこと

が判示され・現在まで、私人間の紛争には香港人権法の適用が排除されている。

また、選挙区ごとのいわゆる「一票の重さ」の違いが争われたLeeMiu－hngv

AttomeyGeneral117）判決も、問題となった職能別選挙区は、香港人権法の対象と

ならないことを判示した118）。Bymesは香港人権法が成立した背景について次の

3要素を指摘している。「（a）香港人権法は本質的に上（イギリス）から課され

たものであり、その任務を負った香港政庁はそれを締結し履行する責任はあるも

のの理念や実行として香港人権法に関わってこなかった。（b）香港人権法の内

容は大部分、政治的考慮によって決定され、香港の人々への実質的な関心からで

はなかった。（c）香港人権法の認識は第一に1997年以後の人権侵害に対するもの

で、植民地行政の法と実行に対して特別の参照となるものではない曲。」このよ

うな背景をふまえて、自由権規約で保障される権利であっても香港において保障

115）［199211HKPLR185
116）　この事件は、1992年に新界（香港の一地域）の原居民である物故した父親が所有

　　　していた不動産の相続を中国慣習法に照らして否定された数人の女性が、当時の
　　新界条例13条は香港人権法に違反するとして、訴を提起すべく法律扶助を申請し
　　たものである。新界条例13条は「新界の土地に関連する高等法院あるいは地方法
　　院の手続きにおいて、法院は、その土地に影響する中国の慣習あるいは慣習的権
　　利を認識しまたは執行する権力を持つ。」と規定している。結局、原告らの申請は、
　　事件が私人間の紛争を含み、そして控訴院まで到達する現実的な可能性がないこ
　　とを主な理由として棄却された。（Joha皿esChan，“TheHo㎎KongBillofR19hts
　　1991－1995．A　Statistica10verview”，血George　Edwards，Johannes　Chan　eds．，κ㎝g

　　κo㎎’s　B乞麗ΩrRzg配3　Tωo　y召αγs　B研bγθ1997，（The　Umversity　of　Ho㎎Kong，Fac－

　　ultyofLaw），1995，pp，10－11）。ちなみに、新界において男子のみに土地を相続さ

　　せるという土地相続に関する中国慣習法の適用は、1995年に香港立法評議会で
　　「新界土地（免除）条例」が採択されたことで廃止されることになった。陳弘毅、

　　陳文敏、李雪曹、鐘建華、李亜虹編『香港法概論』三聯書店（香港）有限公司、

　　1999年・13頁。なお、新界の中国慣習法について、中生勝美「植民地の法人類学
　　一香港法文化の形成一」沢田ゆかり編『植民地香港の構造変化』アジア経済研究
　　所、1997年、65－89頁。
117）　（1995）HCt，MP　No16960f1994，21Apn11995，（1995）CA，C且v　App　No1450f1995，

　　24November　l995，
118）LeeMlu－h㎎高等法院判決については、GladysLiQC，“TheRjghttoVoteandtobe

　　EIected：Thro㎎h　the　Lookillg－Glass”，血George　Edwards，Johannes　Chan　eds．，

　　Ho，zg掘σ？zgン5B乞記（ゾR乞g儒s、Tωo　y6αγsβ畝）γθ1997，（The　Unlversity　of　Hong　Ko㎎，

　　Faculty　of　Law），1995，pp．109－123．
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されないという「香港人権法の立ち入り禁止区域」に「移民」と「選挙区」の分

野を挙げている闘。ここから分かるように、香港人権法採択は必ずしも・実質的

な人権保障のためであったのではなく、今後も香港人権法が形骸化してしまう危

険性は大いにある12D。

　最後に、中国との関係にふれたい。中国は、本章冒頭に述べたように、自由権

規約を批准するかどうかの段階にとどまっている。香港はといえば、本稿で検討

したように、自由権規約を国内法化した上で、さらに進んで裁判所も国際人権法

判例を積極的に取り入れる姿勢を示している。こういった自由権規約に対する

「香港経験」は、中国が自由権規約と向き合うときに多れに積極的にかかわると

いうやり方もあるというひとつの示唆とならないだろうか。

（付記）本稿は廣江倫子「香港人権法」（西村幸次郎編著『グローバル化のなかの

現代中国法』成文堂、2003年、所収）をもとに大幅に加筆したものである。

119）　An（廿ew　Bymes，op　c乞‘，p59．

120）　Andrew　Bymes，“Concludmg　Remarks’7，in　George　Edwards，Johalmes　Chan　eds，，

　　Hoηg　Koπg’s　Bz記qプ窺g尻s，Tωo｝宅α鴬βのbγθ1997，〔The　Umversity　of　Ho㎎Ko㎎，

　　Faculty　of　Law），1995，pp．151－154

121）　もっとも、これに逆行する流れとしてイギリスにおける人権法（UKHuman
　　RightsAct1998）の施行をあげることができよう。本文中でも指摘したように・
　　これまで香港の法院はイギリスの判例に過度に依存してきた。このような慣行に
　　照らすと、イギリスにおける人権法判例が増加するとともに、香港法院もこれら
　　に従わざるを得ない状況は起こりうるし、イギリス人権法が扱う分野の拡大に伴

　　い、香港人権法が適用される分野もまた拡大されることが予測できる。ただし・
　　現時点では、イギリスにおける人権法判例は実際に香港の人権法訴訟の発展に顕
　　著な影響を及ぼすには至っておらず、将来の香港における人権法判例発展に対す

　　る一つの可能性としてとどまっている。
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